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一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会出版規則 

 

日本臨床腫瘍薬学会規則第 7号  

制定 平成２８年５月１４日  

改正 令和６年７月２７日  

 

（総則）  

第１条  この法人（以下「本法人」と略す。）が出版物を発行する際の手続きを、この出版規則に定める。  

２  この出版規則は、本学会が単独で発刊している日本臨床腫瘍薬学会雑誌等の刊行物に 

対しては適用しない。  

（出版企画の申請）  

第２条  本法人の出版物を発行しようとする委員会等は、別に定める事項について、予め理事長に出版 

企画の申請を行わなければならない。  

２  理事長は、出版企画の申請を受理したとき、広報出版委員会にその審査を行わせる。  

（審査）  

第３条  広報出版委員会は、申請された出版企画について、内容の妥当性、提携する出版社の適切 

性等の審査を行い、その適否および必要な出版企画の修正について、理事長に意見を述べる。  

２  理事長は、広報出版委員会の意見をふまえて、出版企画を申請した委員会に必要な指示を行う 

ことができる。  

３  理事長の指示があったとき、出版企画を申請した委員会等は、その修正ののち、再申請を行う。  

（出版の許可）  

第４条  理事長は、広報出版委員会の意見に基づき出版企画が適正であると判断された場合、出版企画 

を申請した委員会等に対して、その許可を行う。  

２  出版の許可を受けた委員会等は、出版企画に従って、当該出版物の編集を行うものとする。  

（出版の変更、中止）  

第５条  出版許可を受けた委員会等は、出版の変更または中止が必要となったとき、広報出版委員会に 

申し出なければならない。  

２  広報出版委員会は出版の変更または中止の申し出があったとき、その適否について理事長に 

意見を述べる。  

３  理事長は、必要と認めるときは、出版を許可した委員会に対して、出版の変更または中止等の 

指示を行うことができる。  

（印刷の事前確認）  

第６条  出版の許可を受けた委員会等は、当該出版物の印刷の前にその最終稿を提出して、広報出版 

委員会に事前の確認を受けるものとする。  

２  広報出版委員会は、印刷の事前確認を求められたとき、その適否について理事長に意見を述べ 

る。  

３  理事長は、広報出版委員会の意見をふまえて、印刷の事前確認を申し出た委員会等に対して、 
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変更または出版の中止等の指示を行うことができる。  

（その他）  

第７条  この出版規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

（附則）  

第８条  この規則は平成２８年５月７日から施行する。 

第９条  この規則は令和６年７月２７日から施行する。 

 

 

 


